
納
税
義
務
者

課
税
限
度
額
が

変
更
に
な
り
ま
し
た

非
自
発
的
失
業
者
に
対
す
る

国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減

軽
減
適
用

国
民
健
康
保
険
税
の
納
期
限

平
成
23
年
度

国
民
健
康

保
険
税

問
い
合
わ
せ
先　

税
務
課

☎
０
９
６
８
（
25
）
７
２
０
６

藤江　康博　33年
森田　精一　43年
藤本　公也　15年
山中　健誠　　４年
丸山　弘一　　２年
前田　好子　　９年
松岡　明彦　　８年
齋藤　　誉　　４年
吉井　久直　　９年
※お疲れさまでした。

新　
人　
紹　
介

体
指
の
つ
ぶ
や
き

退職者（敬称略）

ご
あ
い
さ
つ

体
育
指
導
委
員
協
議
会
総
会

　

４
月
16
日
（
土
）
、
清
流
荘
で
菊

池
市
体
育
指
導
委
員
協
議
会
の
総
会

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

平
成
22
年
度
の
事
業
報
告
お
よ
び

決
算
報
告
、
役
員
改
選
、
平
成
23
年

度
の
事
業
計
画
お
よ
び
予
算
に
つ
い

て
の
審
議
が
あ
り
、
全
会
一
致
で
可

決
さ
れ
ま
し
た
。　

　

今
回
の
役
員
改
選
に
お
い
て
は
、

長
年
に
わ
た
り
会
長
の
職
責
を
担
っ

て
い
た
だ
い
た
藤
江
会
長
が
勇
退
さ

れ
、
岩
根
新
会
長
が
就
任
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
新
任
の
体
育
指
導
委
員

９
人
を
迎
え
ま
し
た
。

　

今
年
度
も
、
い
ろ
い
ろ
な
ニ
ュ
ー

ス
ポ
ー
ツ
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
の
で
、
市
民
の
皆
さ
ん
の

参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
藤
江
会

長
お
疲
れ
さ
ま
で
し
た
。

　

 

菊
池
市
体
育
指
導
委
員
協
議
会

　

    　
　
　
　
　
会
長　

岩
根　

彰
男

　

こ
の
た
び
体
育
指
導
委
員
協
議
会

の
会
長
と
な
り
ま
し
た
岩
根
で
す
。

　

菊
池
市
合
併
か
ら
６
年
に
な
り
ま

す
が
、
よ
う
や
く
私
た
ち
体
指
も
、

市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
に
よ
り
、

活
動
が
軌
道
に
乗
り
始
め
て
い
ま
す
。

　

体
指
は
、
ス
ポ
ー
ツ
の
実
技
指
導

の
み
な
ら
ず
、
行
政
と
地
域
住
民
と

　

国
保
税
の
納
税
義
務
者
は
世
帯
主

に
な
り
ま
す
。
加
入
者
一
人
一
人
が

納
税
義
務
者
に
な
る
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
世
帯
主
が
国
保
の
加
入
者
で

な
い
場
合
で
も
家
族
の
中
に
国
保
の

加
入
者
が
い
る
場
合
は
、
納
税
の
義

務
を
負
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

納
税
通
知
書
な
ど
は
全
て
、
世
帯

主
宛
て
に
届
き
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
税(

国
保
税)

は
、
皆

さ
ん
が
病
気
や
ケ
ガ
な
ど
で
保
険
証

を
使
っ
て
病
院
に
か
か
る
と
き
に
必

要
な
医
療
費
の
大
切
な
財
源
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

国
保
税
は
、
国
保
加
入
者
に
つ
き

算
定
し
た
医
療
給
付
費
分
の
保
険
税

（
以
下
「
医
療
分
」
）
と
後
期
高
齢

者
支
援
金
分
の
保
険
税
（
以
下
「
支

援
金
分
」
）
、
そ
し
て
国
保
加
入
者

の
う
ち
40
歳
か
ら
64
歳
の
人
（
以
下

「
第
２
号
被
保
険
者
」
）
に
つ
き
算

定
し
た
介
護
納
付
金
分
の
保
険
税

（
以
下
「
介
護
分
」
）
の
合
算
額
と

な
り
ま
す
。

　

平
成
23
年
度
よ
り
、
課
税
限
度
額

が
表
１
の
よ
う
に
変
更
に
な
り
ま
す
。

　

限
度
額
と
は
、
国
民
健
康
保
険
税

の
医
療
分
、
支
援
金
分
、
介
護
分
の

そ
れ
ぞ
れ
の
年
間
最
高
額
の
こ
と
を

言
い
ま
す
。

　

所
得
が
一
定
基
準
以
下
の
場
合
、

医
療
分
と
介
護
分
の
均
等
割
、
平
等

割
に
つ
い
て
の
み
、
７
割
・
５
割
・

２
割
の
軽
減
措
置
が
あ
り
ま
す
。
た

だ
し
、
所
得
申
告
が
さ
れ
て
い
な
い

場
合
は
、
軽
減
の
対
象
に
な
り
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

倒
産
・
解
雇
・
雇
い
止
め
な
ど
、

非
自
発
的
な
理
由
に
よ
っ
て
離
職
さ

れ
た
人
は
国
民
健
康
保
険
税
を
軽
減

す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
、
税
務

課
ま
で
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

対
象
者　

次
の
要
件
の
す
べ
て
に
該

当
す
る
人
が
対
象
に
な
り
ま
す

・ 

平
成
21
年
３
月
31
日
以
降
に
離
職

さ
れ
た
人

・ 

雇
用
保
険
の
「
特
定
受
給
資
格
者

（
倒
産
・
解
雇
な
ど
に
よ
る
離
職

者
）
」
、
ま
た
は
「
特
定
理
由
離

職
者
（
雇
い
止
め
な
ど
に
よ
る
離

職
者
）
」

・ 

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
が
交
付
し
た
「
雇

用
保
険
受
給
資
格
者
証
」
（
離
職

コ
ー
ド
が
11
、
12
、
21
、
22
、
23
、

31
、
32
、
33
、
34
の
い
ず
れ
か
に

該
当
し
て
い
る
こ
と
）
を
お
持
ち

の
人

・
離
職
日
時
点
で
65
歳
未
満
の
人

※ 

「
雇
用
保
険
特
例
受
給
資
格
者

証
」
や
「
雇
用
保
険
高
年
齢
受
給

資
格
者
証
」
を
お
持
ち
の
人
は
対

象
に
な
り
ま
せ
ん
。

軽
減
内
容

　

非
自
発
的
失
業
者
本
人
の
前
年
の

給
与
所
得
を
１
０
０
分
の
30
と
し
て

国
民
健
康
保
険
税
を
算
定
し
ま
す
。

※ 

前
年
中
の
所
得
が
確
定
し
て
い
な

い
場
合
は
軽
減
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

申
告
が
お
済
み
で
な
い
人
は
、
税

務
署
へ
の
確
定
申
告
書
の
提
出
、
ま

た
は
市
へ
の
市
県
民
税
申
告
書
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

軽
減
期
間 

　

離
職
日
の
翌
日
の
属
す
る
月
か
ら
、

そ
の
月
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
末

ま
で
の
期
間
で
す
。

（
例
：
平
成
23
年
３
月
31
日
に
離
職

さ
れ
た
場
合
は
、
平
成
23
年
４
月
１

日
か
ら
平
成
25
年
３
月
31
日
ま
で
）

※ 

職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
す
る
な

ど
国
民
健
康
保
険
を
脱
退
す
る
と

終
了
し
ま
す
。

申
請
方
法

　

持
参
す
る
も
の

　

・
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

　

・
印
か
ん

　

申
請
場
所

　

・
税
務
課
、
各
総
合
支
所
税
務
係

　

普
通
徴
収
（
納
付
書
ま
た
は
口
座

振
替
）
の
人
は
、
年
間
の
税
額
を
８

期
に
分
け
て
支
払
っ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
７
月
に
１
年
間
分
の
納
付
書
を

ま
と
め
て
送
付
し
ま
す
。
納
期
ご
と

に
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
特

別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）
の
人
（
65

歳
以
上
75
歳
未
満
の
み
の
世
帯
で
一

定
の
条
件
を
満
た
す
人
）
は
、
年
金

よ
り
天
引
き
と
な
り
ま
す
が
、
申
し

出
に
よ
り
普
通
徴
収
（
口
座
振
替
）

へ
の
変
更
も
で
き
ま
す
。

７
割
軽
減

　

世
帯
全
員
の
所
得
が
、
３
３
０
、

０
０
０
円
以
下
の
世
帯

５
割
軽
減　
　

　

世
帯
全
員
の
所
得
が
、
３
３
０
、

０
０
０
円
＋
（
国
保
加
入
者
数

－

１

人
）
×
２
４
５
、
０
０
０
円
以
下
の

世
帯

２
割
軽
減　
　

　

世
帯
全
員
の
所
得
が
、
３
３
０
、

０
０
０
円
＋
（
国
保
加
入
者
数
×

３
５
０
、
０
０
０
円
）
以
下
の
世
帯

の
調
整
役
と
し
て
、
ま
た
、
総
合
型

ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
の
中
心
的
な
役
割

を
果
た
す
多
様
な
人
材
と
し
て
、
全

国
的
に
も
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
か
ら
先
、
多
様
化
す
る
地
域
住
民

の
ス
ポ
ー
ツ
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
て
い

く
に
は
、
体
指
一
人
一
人
が
力
を
合

わ
せ
活
動
し
て
い
く
こ
と
が
一
層
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
菊
池
市
体
指
は
社
会
体
育

課
に
所
属
す
る
非
常
勤
職
員
と
し
て

位
置
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
実
質

的
に
は
、
各
自
仕
事
を
持
ち
な
が
ら

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
的
に
活
動
を
行
っ
て

い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。
し
か

し
な
が
ら
、
近
年
体
指
を
取
り
巻
く

ス
ポ
ー
ツ
の
在
り
方
、
社
会
情
勢
、

環
境
な
ど
は
日
々
変
化
し
て
い
ま
す
。

従
っ
て
私
た
ち
も
、
い
ろ
い
ろ
な

ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
を
吸
収
し
、
指
導

を
行
う
よ
う
要
求
さ
れ
、
そ
れ
な
り

に
研
修
を
行
う
な
ど
努
力
を
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。
今
後
は
、
体
指
と

地
域
住
民
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
取
り
な
が
ら
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
を

推
進
し
、
高
齢
化
が
進
む
中
、
市
民

一
人
一
人
が
い
つ
ま
で
も
健
康
で
体

力
の
維
持
向
上
が
で
き
ま
す
よ
う
、

体
指
一
丸
と
な
っ
て
協
力
し
貢
献
し

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

今
後
と
も
菊
池
市
体
育
指
導
委
員

を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

皆
さ
ん
、
ス
ポ
ー
ツ
テ
ス
ト
を
覚

え
て
い
ま
す
か
。
小
中
学
校
の
と
き
、

年
度
始
め
に
50
ｍ
走
や
ソ
フ
ト
ボ
ー

ル
投
げ
を
し
ま
し
た
よ
ね
。

　

最
近
テ
ス
ト
内
容
が
変
更
に
な
っ

た
の
で
す
が
、
そ
の
テ
ス
ト
の
検
査

員
の
資
格
を
と
る
よ
う
に
体
育
指
導

委
員
協
議
会
に
要
請
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
子
ど
も
た
ち
に
ス
ポ
ー
ツ

テ
ス
ト
を
実
施
し
て
欲
し
い
と
い
う

こ
と
で
し
た
。
「
え
っ
、
な
ぜ
？
」

と
思
わ
れ
た
人
も
多
い
と
思
い
ま
す
。

私
も
そ
う
で
し
た
。
だ
っ
て
、
学
校

で
毎
年
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
。

そ
の
謎
が
し
ば
ら
く
し
て
解
け
ま
し

た
。
ス
ポ
ー
ツ
テ
ス
ト
が
あ
る
の
が

当
た
り
前
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

な
ん
と
、
他
の
都
道
府
県
で
は
抽
出

実
施
だ
っ
た
の
で
す
。
テ
ス
ト
を
毎

年
実
施
し
て
い
る
方
が
珍
し
い
の
で

し
た
。
熊
本
県
は
、
も
う
何
十
年
も

前
か
ら
全
校
実
施
で
す
。
体
育
に
関

し
て
熊
本
は
進
ん
で
る
ん
で
す
ね
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

（
M
・
I
）

①古荘　公久
②永
③陸上（長距離）
④ジョギング

①倉原　安浩
②戸崎
③スポーツ解説
④ゴルフ、映画鑑賞

①杉野　一馬
②弁利
③サッカー
④ドライブ

①清水　豊子
②川辺
③ミニバレー
④パン作り

①三池　塁
②新明
③野球
④ショッピング

①村上　義和
②栄町
③ゴルフ
④弓道

①迫　利次
②迫間・水迫
③バレーボール
④音楽鑑賞

①松山　裕史
②龍門
③ソフトボール
④釣り

①宮武　三郎
②高野瀬
③卓球
④音楽鑑賞

①氏名（敬称略）
②地区
③好きなスポーツ
④趣味

（表1）税額＝医療分+支援金分+介護分
（40歳～64歳までの人のみ）

区分 医療分 支援金分 介護分
所得割（前年中の
所得に応じて） 8.0% 2.5% 2.0%

均等割（加入者
一人当たり） 28,000円 7,800円 10,000円

平等割
（一世帯当たり） 25,000円 7,500円 7,000円

課税限度額
（改正前） 500,000円 130,000円 100,000円

課税限度額
（改正後） 510,000円 140,000円 120,000円

特別徴収の人の納期
徴収月

仮徴収
4月

徴収
10月

6月 12月
8月 平成24年2月

普通徴収の人の納期
納期限

第１期 8月1日（月） 第５期 11月30日（水）
第２期 8月31日（水） 第６期 12月26日（月）
第３期 9月30日（金） 第７期 平成24年1月31日（火）
第４期 10月31日（月） 第８期 2月29日（水）
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